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〈研究ノート〉

　シューラー制度
イスラーム的民主主義の概念

小　杉　　　泰

はじめに

　中東における政治概念や権力構造の実態は未だ十分に解明されているとは言い難iい。特

に、権力の正当性がどのような思想で保証されているかについては、従来は西洋的政治理

念の受容度という観点からもっぱら論じられ、固有の政治風土の研究はあまりなされてこ

なかった。

　ここでは、「イスラーム的民主主義」の概念を包摂するものとして、「シューラー制度

（吻伽励一S肋短or　the　shUra　system）」を取り上げてみたい。

1　シューラー制度およびイランの政治体制

　アラビア語における「シューラー」は協議・話し合いを意味し、互いの間で協議するこ

とを示す動名詞が「マシュワラ（mashwarah）」であり、他人の意見を求めることを意味す

る「イスティシャープ（’istisharah）」も同じ語根からの派生語である。この語は後述のよ

うにイスラームにおける聖典＝＝＝クルアーン（コーラン）の中に見出されるが、単なる協議

を意味する語としては、クルアーンの成立以前から存在した。従って、イスラームの政治

概念としての「シューラー制度」を語義的に定義するならば、「統治者が統治を行なうにあ

たって協議を行なうこと、およびそれを実現する制度」と言うことができる。

　A．1．アル・アンサーリーは、シューラー制度に代表されるイスラーム的民主主義と西洋

的民主主義の異同を明らかにしようと試みたその書『シューラー、および民主主義におけ

るその影響』において、シューラーを「ウンマの見解、またはウンマを代表する者の見解

を、ウンマにかかわる一般事項に関して発現させること」と定義している。1「ウンマ」と

は、宗教共同体を意味するが、イスラームにおいては、この共同体が同時的に国家を形成

することが前提とされるゆえに、ここでは共同体＝国家と表記する。つまり、「共同体＝国

家の総意、またはこれを代表する者の（多数）意見を、共同体＝国家の全体にかかわる事

項について発現させること」がシューラー制度の機能とされる。アル・アンサーリーは、

この定義には、ウンマがその意志に従ってその公共善のために統治するとの前提が含意さ

れている、とする。

　そうした上で、シューラー制度は、相互に補完的とも言えるふたつのシューラー会議の形

をとる、とされる。ひとつが、「代表制シューラー（ash・ShOra　an－Niyabfyah）」である。

これは、共同体＝国家の構成員の中から、全体の利益を代表する者を選出し、その者たち

が共同体＝国家の代表として立法を行なう機関である。その選出方法が普通選挙であれば、

この機関は、近代的民主主義における議会ときわめて類似している。その場合、選挙民の

個別的利益を代理する委任代表制の考え方ではなく、共同体＝国家の構成員全体を代表す

るとの理解である。もうひとつの機関は、「専門家シューラー（ash・Shara　al－Fanniyah）」
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であり、これは、イスラーム法の専門家、すなわち法学者たち（フカハーfuqaha’）によ

って構成される。イスラームの政治概念においては、イスラーム的国家とは第一義的にイ

スラーム法を基本とする、ということが広範に認められているゆえに、そのような国家に

おけるイスラーム法は近代国家における憲法の位置を占める。2従って、専門家によるシュ

ーラーとは、「代表制シューラー」が行なう立法よりも上位の、憲法的な法を「施行」する

ものである。つまり、イスラーム法は不文法的ではあるがすでに確立されたものであり、

その限りでは「専門家シューラー」は、イスラーム法の実施を監督することはあっても、

自ら立法を行なうわけではない。「代表的シューラー」との関係において言うならば、「専

門家シューラー」は違憲立法審査権を行使する、と表現することができる。

　このことは、専門家シューラーと、わが国における最高裁判所、あるいは米国における

連邦最高裁判所の違憲立法審査権との比較を呼び起こすが、その差異は明白である。裁判

所が訴訟なしに法律のひとつひとつを審査することがないのに対して、専門家シューラー

の場合、代表制シューラーの立法のひとつひとつに対してイスラーム法に照らした可否の

判断を示すことが前提とされている。

　このような「二重シューラー制度」を概観する時、ただちに想起されることは、1978～

79年のイスラーム革命以降のイランで実施されている制度との類似性であろう。

　イランにおいては、国民が直接投票する普通選挙による「国民シューラー会議i（majles・e

sh6ra－e　melli）」という名称の議会（現行の定員270名）があり、その上に、憲法擁護評議

会が置かれている。3ただ、イランの場合は、不文法のイスラーム法と、革命後制定された

成文憲法の両者が上位の法となっている。憲法は第4条で、民法・刑法や経済、軍事、政

治に関する法律が、イスラームの諸原則を基礎とし、イスラーム法を基準とすると謳って、

イスラーム法の上位性を認めており、また憲法自体もイスラーム法の基本的概念を取り入

れた条文が少なくなく、イスラーム法との間に矛盾はない。ただ、憲法には、イスラーム革

命の成果をふまえてイスラーム法一般に付加されている部分が多い。憲法擁護評議会は最高

指導者（現在はルーホッラー・ホメイニー師）の任命する6名の法学者と議会の任命する6

名の法律家の計12名で構成され、議会の立法がイスラーム法および憲法に合致しているか否

かについて審査する。イスラーム法に合致または違反しているとの決定は法学者6名のう

ちの多数意見により、憲法に合致または違反しているとの決定は12名全貝のうちの多数決

による。4実際に、憲法擁護評議会の法学者の拒否によって、議会でいったん成立しながら

差し戻しとなった法案もある。5

　アル・アンサーリーの立論とイランの現体制の間の類似性はきわめて興味ある事実であ

る。アルーアンサーリーは、イランの革命の理論から影響を受けたわけでも、イランの体

制に立脚しているわけでもないからである。彼の論文はイラン革命以前のもの（1974～78

年に執筆）であり、基本的には、70年代のエジプトにおける国内法のイスラーム化問題6

に関連して、現行の制度をイスラーム的政治概念に適合するよう変革するにはどのように

すべきかという観点から構想されたものなのである。さらに、アル＝アンサーリーの立論

がスンニー派法学に立脚し、イランの制度がシーア派のジャアファリー派法学から派生し

ている点を考慮するならば、「二重シューラー制度」として定式化されている概念が一部の

者の思索的営為の成果ではなく、イスラーム世界にかなり広汎にみられる固有の政治意識

を反映している、と推定することができる。
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　イランの議会は、代議制の仕組みから考えて、西洋的な民主主義を採用したものとみ

なされている。しかし、同時に、「法学者の監督（ヴィラーヤテ・ファギーフvilayat－e

faghih）」理論に基づいて、ある面においては議会をも超越する最高指導者が存在すること

から、イランの政治体制は実際には「独裁」ないし「専制」である、との指摘もなされて

いる。7そうした主張は必然的に、この民主主義が、「真の民主主義」ではないか、「みせか

け」のものである、との結論へ向かう。8しかし、実際に、イラン国民は西洋的な意味での

「国民主権」を行使しているのであろうか’もし、そうでないとすれば、イランの政治体制

を、西洋的な意味での「民主主義」なり「独裁」「専制」なりの基準ではかることの有効性

が問われなくてはならない。

II　ふたっの「主権」

　二重シューラー制度は、ある意味では二院制と思われる形態をなしているが、ふたつのシ

ューラーはそれぞれ依って立つ根拠が異なっている。つまり、立法権iの根拠が異なる。

　イスラーム的な概念のすべてがそうであるように、シューラーの概念も、唯一の絶対神

の存在を前提としている。すなわち、究極的な立法権は神に属する、という前提がある。

しかし、神が現実において立法行為を行なうわけではないから、この前提はただちに、具

体的なレベルでの立法権に翻訳されなくてはならない。その場合、立法権は、聖典クルア

ーンと、ウンマ（共同体＝国家）の二者に分割される。

　しかし、ここで注意すべきことは、クルアーンは聖典としてイスラーム法の最高の法源

をなすとはいえ、いわゆる律法書ではないという点である。その章句は、形而上学的、神

学的なものや宗教的同胞性に関する精神的なものから、具体的な遺産相続の問題に至るま

で、きわめて多岐にわたる内容を包含している。法的規定を直接的・間接的に含む章句は

「法規定の諸節」と呼ばれているが、それを最も広義に解釈したとしても、その数は、全

6238節のうちのわずか909節にすぎない♂oしかも、一部分を除けば、その規定は一般的で、

法律の条文のように明文的でない場合が普通である。従って、実際の法的規定は、クルア

ーンに含意されている一般的原理　　これは西洋的文脈における「自然法」に対応すると

の指摘もなされている11　から、中世期の法学者たちが発達させた諸々の演繹方法によ

って作り出された。つまり、聖典の精神に依存しつつ、体系化された実際のイスラーム法

を創出した主体は人間なのである。

　また、有機的な単一体として描かれるウンマにしても、実際に決定を下し、それを実施

するのは、ウンマの構成員たる人間である。そこでは、全員一致が達成されなければ、一

般的に多数派の見解が採用されていく。12

　従って、神の立法権という概念は、正当性をめぐる理念としての機能を果たしたあとは、

立法権の行使者としての人間の政治行為に道を譲る。言いかえれば、神の立法権と人間に

よる立法権の行使は、次元を異にするが相互に連関した概念なのである。神の立法権は、

それを人間が実施することを前提として、初めて実体のある概念となる。従って、この概

念を、人間の営為や自由を否定するものとして解釈する13ことは当を得ていない。

　立法権よりも広い枠組で、主権の概念を用いて論じることも可能であろう。もちろん、

ジャン・ボダン以降の近代的な意味における国家主権の概念が、イスラーム世界にただち
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にあてはまるわけではない。しかし、ごく初期から、共同体二国家としてのウンマの概念

には、「単一の正当な権力」という概念と、力としての権力の概念の分化が見られるま4特

に、中央アジアからスペインに至る広大な地域がイスラーム圏となって、単一の政治体制

がそれらすべてを包括することができなくなってからは、理論上の正当な権力（あるいは

正当性の根拠）は単一であるが各地で実態として統治する権力は複数ありうる、という形

で両者の分化は明確化された。それは、正当性の保持者としてのカリフが、実際に権力を

握った者を統治を委任する者としてスルタンに任命する、という11世紀以降の擬制によく

示されている。しかも、現代に至るも、中東においては、アラブ国家は唯一であり既存

国家はその断片にすぎないとの思想の広汎な影響力に示されるように35近代的な国家主権

の概念がどれだけ受容されているか疑問とすべき状態にある。そこでイスラーム世界にお

いては、理論上の正当な権力を主権、力としての権力を権力という語で対置させることが

可能であると思われる。

　以上のような保留を付けた上で主権という語を使うならば、イスラーム国家の前提は神

の主権であろう。神の主権の概念によって正当性を付与された、現実における主権は、神

の法としてのイスラーム法の主権と、共同体＝ウンマの主権に分割される。仮に、前者を

法主権と呼び、後者をウンマ主権と呼ぶことにしよう。法主権がウンマ主権の上位にある

が、イスラーム法に規定のない事項は多く、また法的規定はあってもそれをどのように運

用するかは行政に属することが普通であり、両者は補完的と言える。近代的な三権と対比

して論じるならば、恐らく、司法権は両者から派生していると言いうるであろう。

　言うまでもなく、ここで用いる法主権の語は、近代西洋における「人民主権論の変形」16

としての法主権論からの借用であるが、その西洋的文脈から離れて用いている。近代にお

ける法主権で言う「法」は、立法府としての議会における実定法を指すが、ここではイス

ラーム法を指している。しかし、法の概念の差異にもかかわらず、両者とも、専制君主個

人が主権者であるとする主張を否定する内容を持っており、そのことが君主の権力の制限

または否定へつながるという点において共通性を持っている。やや歴史的文脈を離れた借

用を行なう理由は、この共通性にある。

　ふたつの主権のうち、法主権を実際に担う者は、宗教学者（ウラマー‘ulama’）～7狭義には

法学者である。これは、イスラーム法が持つ、ローマ法の場合と類似した「学説法」また

は「法曹法」18としての性格による。一方、ウンマ主権を実際に行使する者は、ウンマの全

構成員から委託を受けた統治者である。この統治者は、中世においては、世襲の君主であ

った。しかし、王位継承権を持つ嫡子であっても、王権は、「バイア（統治委任の誓い）」を

受けてウンマの主権を委託されたとの形式を踏まなければ成立しなかった。また、ウンマ

主権に立脚する王権は、理論上は法主権の下位にあり、家産国家と呼びうるものは成立す

ることがなかった。王権神授説に相当する思想も生まれなかったと言ってよい。そのこと

は、君主の世襲制が完全に確立した後の神学者であるアル・バグダーディー（1038年妓）

が、なお、「イマーム（最高指導者＝君主）職の根拠はウンマの選出による」19と述べている

ことによく示されている。君主の指定する後継者を次の君主に「選出」する以外に何の選

択肢もない場合においてすら、ウンマ主権の委託という概念は崩されることがなかったの

である。

　宗教学者あるいは法学者が現在でも多く存在するのに対して、君主制は、今世紀に入っ
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てから、中東の各地で次々と崩壊した。そうした中で、ウンマ主権を誰にどのような形で

委託するかという観点から、イスラーム的民主主義の概念が明確化されてきたと言えるで

あろう。アルーアンサーリーは、世襲の君主制が外来の制度であって、イスラームには本

来的に国民主権に類似したウンマ主権の概念があると述べているが、むしろ、次節で見る

ように、シューラー制度の概念は君主制の存在によってそれに対立するものとして発展し

た、と見る方が歴史的経過に適合すると思われる。

　西洋的なりベラル・デモクラシーが、その様々なバリエーションにもかかわらず、ひとつ

の共通項として「人間の等価性」原理を持っていると見るならば、イスラーム的民主主義

の場合にも、同様の原理が認められる。ただし、西洋的な文脈では、人間の等価性から、

国民に等しく共有される主権が派生するのに対して、イスラームの文脈では、まず、人間

は誰も主権を持たない（主権は神の占有物である）ことによって平等であり、次に、神の

法（イスラーム法）の前に平等であると同時に、イスラーム法以外について行使すべき神

の主権の委託において平等である、と表現することが可能であろう。イスラーム法には、

法によらずして生命・財産が侵されえないことや種々の権利が、個々人の果たすべき義務

と共に明言されており、神の法の前の平等は、神の前の平等という概念とは異なる具体的

な意味内容を有している、と言える。

　ふたつの主権について、現在のイランを例として考えるならば、立法においては、憲法擁

護評議会と国会が、行政においては、最高指導者と大統領が、それぞれ法主権とウンマ主

権に対応している。それは、シャーの体制が、法学者による君主制否定（法主権の発動）

と民衆による反体制の直接行動（ウンマ主権の発動）によって正当性を失ない崩壊した事

実を受けている、と言える。このふたつの主権から生み出される体制の中で明らかなことは、

国民の行使する主権（ウンマ主権）は一定の制限内のものであること、法主権の概念上の

主体がイスラーム法である以上、それを担う解釈者としての法学者が言葉の正しい意味で

の「独裁」を行なうことは不可能であること、の2点であろう。むしろ、最高指導者の行

使する権力が国民主権ではなく、彼の恣意による変更がなしえないイスラーム法に依拠し

ていることは、「国民の意志」の名において国家の生存を最優先する政策を容易にとりえな

いことを意味する。つまり、そこにおける困難性は、独裁による「恣意」ではなく、イス

ラーム法の優位性に由来する柔軟ltkの欠如と見られるべきなのである。

III歴史的背景　　二重シューラーの定式化

　初期のイスラームにおいては、シューラーすなわち「協議」は、統治者にとって行なう

べき「推奨行為」とみなされており、統治にともなう不可欠な制度とは考えられていなか

った。そのことは、クルアーンに述べられている「シューラー」の句をめぐる解釈から論

証することができる。

　クルアーンには、明確にシューラーに言及した句が二個所に見られる。第1は、第42章

38節である　　「主の呼びかけに応え、礼拝の務めを守り、互いの間で協議（シューラー）

を旨とし、われが授けたものから施す者〔には報償が約束される〕」。この章は『シューラ

ー』章と題されているが、全52節のうち「シューラー」の語が現れるのはこの一節のみで

あり、命名そのものがシューラーの重要性を示唆しているとされる30第2は、第3章159節
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の中で、ここでは名詞ではなく、動詞の命令形で現れる　　「それゆえ彼らの過失を許し、

彼らのために〔神の〕赦しを請い、諸事について彼らと協議せよ（Shawir－hum）。そして

〔意が〕決したならば、神を信頼したてまつれ」。

　初期の解釈については、イスラーム暦3世紀（西暦9／10世紀）に成立したアッータバ

リー（839～923年）の解釈書が伝えている。この書は、叙述方法として伝承の収集を基本

としており、著者の見解ではなくそれ以前に流布していた見解を主として反映している31

　それによれば、第1の句については、「互いの間で協議を旨とし…」の解説として、「彼

らにとって重大な問題が生じた場合に、彼らの間で協議をしていた」と事実に言及してい

るにすぎず～2第2の句の「諸事について彼らと協議せよ」との命令については、「教友〔＝

信奉者〕たちと、戦争における策略や敵と遭遇すべき地点の選定に関して、協議を行なえ

の意。〔協議の目的は〕彼らたちを厚情をもって遇することによって教えに対して一致協力

せしめ、彼〔ムハンマド〕が彼らの意見に耳を傾けるということを彼らに知らしめること」

と著している33明らかに、ここでは、シューラーは恩恵的なものとみなされている。

　しかし、イスラーム法が体系化されるに従って、解釈は全くトーンを変える。体系化の

時期は、西暦7世紀後半から13世紀半ばに及ぶが94この時代には、アッータバリーなどの

「伝承による解釈（tafslr　bi－1・ma’thitr）」とは全く異なる「法学的解釈（tafsir　fiqhT）」と呼

ばれる一群の著述が登場するが、それらはいずれも、シューラーが統治者の義務である、

すなわち、統治において不可欠の制度であるとしている。

　ハナフィー派のアルージャッサース（980年妓）は、「我々は協議を行なうことを命じら

れているのである」25と述べて、選択の余地のないことを示している。マーリキー派のイブ

ン・アティーヤ（1145年残）は「シューラーはイスラーム法の原則ならびに基本的規定の

ひとつであり、知識と宗教の民〔法学者の意〕に諮問しない者は、これを廃位することが

〔ウンマの〕義務であり、その点に関してはいかなる見解の相違も存在しない」26と断言し

て、シューラー制度が権力に正当性を与えることを明確にしている。また、同じくマーリ

キー派のイブン・フワイズ・マンダード（1008年妓）は、シューラーに参加すべき構成員

を詳述して、「行政官は義務として、自らに知識のない事項や宗教の諸事において不明な点

については宗教学者たちと、戦争に関連する事項については軍の指揮官たちと、公共善に

関連する事項については人々の代表と、地域の福祉と土地に関連する事項については書記、

大臣、および用人の主だった者と、協議を行なわなければならない」と述べている。27さら

にシャーフィイー派においても、アッーラーズィー（1208年残）、および彼の解釈に依存し

たアンーニーサブーリー（15世紀）も、シューラーが預言者〔ムハンマド〕の義務であっ

た、と述べて、シューラーの任意性を否定している28

　シューラーが任意のものとみなされていた時代から、統治に不可欠なものとされる時代

への移行は、政治体制の移行に対応している。つまり、初期には共同体のコンセンサスに

よって統治者が選出されていたものが、ウマイヤ朝の成立と共に権力がウマイヤ家の独占

物となり、さらに、アッバース朝に至って世襲の君主制が成立するという経過に対応して

いるのである。これは、イスラーム国家が、構成貝のすべてが政治に参加しうる部族社会

的な共同体から世界帝国へと発展したことの必然的結果であった。法学者たちは、初期に

は自明視されていた権利を確認するために、統治者の義務としてのシューラー制度との概

念を創出したと言える。
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　つまり、法学者たちの主張は、ウマイヤ朝が「『王国』となり、イスラーム初期の神政

的精神を裏切って、アラブ社会の民主的傾向とは対照的に……専制的な政府形態を採用し

た」29とみなされる状態に対する反動として生まれ、それ以降の専制を規制するための制度

としてシューラー制度が構想されたのである。構成貝全貝による統治者選出が、世襲的君

主を追認するだけの形式的なものに変容していく過程で、構成貝の政治的権利を保証し、

恣意的ではない公正な統治を確保するために、何らかの法的規制が望まれたことは歴史的

に明白であろう。

　二重シューラーとして定式化されるふたつのシューラーの領域の分化がどのように発生し

たかという点についても、上述のイブン・フワイズ・マンダードの言説が示している。初

期の統治者は、法学者と統治者の機能を未分化のままに包括しているような存在であった

ため、シューラーの対象はやがてイスラーム法として体系化されるもの以外の事項に限ら

れていたが、世襲の君主には法の知識が期待できないゆえに、行政事項のみならず、本来

は「協議事項」ではないイスラーム法についても法学者とシューラーを行なってその指示

または同意を得るべき、と主張されているのである。

　正当性の問題に即して見るならば、この時代のシューラー制度は、バイア（統治委任の

誓い）制度と並んで、法主権およびウンマ主権を君主の権力へと転換させる機能を果たし

ていたと言える。従って、近代に入って、植民地化が進行し、君主制が第一義的義務であ

るウンマの防衛の任を果たせず、その結果主権を担当する能力を失ったとして、君主制が

否定され、あるいは廃絶される傾向が生じると、それぞれの主権は本来的な主体によって

担われるべきであるとの主張がなされるようになったことは当然であろう。それらの中に

は、君主制によってシューラー制度が事実上停止していたことがイスラーム衰退の原因で

あると主張する者もありgoシューラー制度の重要性を強調して、それが統治上の制度にと

どまらずイスラームの根本精神のひとつと断言する者もある’1

　言うまでもなく、シューラー制度とその中に包摂されている概念は、実践面における種々

の側面を個別的に見るならば、解決すべきいくつかの問題点をかかえている。また、理論

面でも、西洋民主主義がそうであるように、いくつかの点で対立し、あるいは異なってい

る理論が提出されている。それらが今後、どのようにして克服され、または統合されてい

くにせよ、その過程と内容は注目に値するものであろう。
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　　　　　　　　　　SUMMARY

　　　　　　　The　ShOra　System

The　Concept　of　lslamic　Democracy

Yasushi　KosuGI

　　　　Middle　Eastern　societies　have　their　own　inherent　political　ideas，　which

can　not　be　understood　by　judging　how　far　they　have　absorbed　Western　political

values，　such　as　the　liberal　democracy．　One　of　these　is　the　idea　of　ni2dmαsh－

8ん痂δ　or　the　system　of　Consultation．　This　concept　is　central　to　what　we　may

call“Islamic”democracy．　There　is　a　striking　si・mil，arity　between　the　ideas　ex－

pressed　in　Dr．　A．1．　al－Ansari’s　recent　books　on　the　ShOra　system，　which　are

based　on　Sunni　Islamic　Law，　and　the　political　structure　of　contemporary　Iran，

which　is　based　on　the　Shi’i　tradition．　In　any　Islamic　state，　authority　derives

partly　frQm　Islamic　Law，　as　interpreted　by　the　scholars，　partly　from　the

Ummah，　or　the　whole　community　of　believers．

　　　　The　idea　of　the　ShUra　system，　which　insists　that　no　ruler　can　govern　with－

out　consulting　both　the　scholars　of　Islamic　Law　and　the　Ummah，　was　devel・

oped　during　the　medieval　period，　when　hereditory　monarchies　prevailed．　After

the　denial　of　hereditory　monarchies　in　the　modern　period　the　concept　estab・

lished　itself　as　the　fbundation　for　the　Islamic　democracy．　The　parallel　exis－

tence　of　the　National　Assembly　and　the　Guardians　Council，　which　has　the

power　of　veto　over　the　Assembly’s　legislation，　as．seen　in　Iran，　derives　directly

from　this　system．
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